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一般社団法人シュタイナー療育センターが障がい児通所施設を開設し、２年目の年であ

った。平成２４年１月に児童デイサービス事業所として光こども園が開所。平成２４年の

法改正により平成２４年４月からは児童発達事業及び放課後等デイサービス事業の多機能

型事業所として（１年間のみなし指定期間を経て）事業をおこなっている。 

また、今年度は作業所の立ち上げの準備として、平成２５年４月より作業所準備会を発

足した。高校生及び成人の５名が、毎週土曜日に通所し木工作業をおこなっている。 

 

1. 児童発達支援事業 

未就学児を対象に、平日９時から１４時まで開所している。定員１０名。 

平成２５年度の利用実績は、開所日数２３７日、年間延べ利用人数２１８９人、一日あ

たりの利用人数平均９．３人（欠席加算対象数含まず。）であった。 

 

2. 放課後等デイサービス事業 

就学児を対象に、平日９時から１４時まで開所している。定員１０名 

平成２５年度の利用実績は、年間開所日数２３６日、年間延べ利用人数１３４１人、一

日あたりの利用人数平均５．７人（欠席加算対象者は含まず。）であった。 

 

3. 作業所準備会 

高校生及び成人を対象に、毎週土曜日９時から１６時まで開所している。 

現在の利用者は５名。平成２５年度の利用実績は、年間開所日数５０日であった。 

 

4. 来年度の予定 

平成２６年４月より就労継続支援 B 型の作業所として開所する。（平成２６年４月１６日

指定予定）平成２６年度当初は作業所１棟にて事業を行い、JKA の補助金を受けさらに作

業所１棟を建築する（11 月完成予定）。 

 児童発達支援事業においては、より専門的な支援かつ地域連携を強化する。 

 

以上 

平成２６年６月３０日 


